
平成

二

年 月 日 金曜日

二
十

市
か当

働
部

一

山 口 県

契
（
三大

（定期）報

公大土家公 毎

第 号

所
在
地

下
関
市
ゆ
め
タ
ウ
ン

意
見
の
概
要

六
年
六
月
十
日
山
口
県
公
告
（
一

ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

該
意
見
は
、
平
成
二
十
六
年
十
月

商
政
課
及
び
下
関
市
産
業
振
興
部

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所

名

称

ゆ
め
タ
ウ
ン
長
府

約
の
締
結
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…

公

六
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法

規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十

目

次

告規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一

地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了
（
農
村

畜
改
良
増
殖
法
の
規
定
に
基
づ
く
種

安
委
公
告

週
火
・
金
曜
日
発
行

二
番
一
号

八
五
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店

三
十
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
一

商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の

山
口
県
知

在
地

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

告

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条

項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
商
政

整
備
課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
の
通
報
（
畜舗

に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下
関

日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

事

村

岡

嗣

政

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
二

意
見
の
聴
取

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

課
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

産
振
興
課
）
…
…
…
…
…
…
…
一

平 成 年
月 日

（金曜日）

家
畜
改
良
増
殖
法
（
昭
和
二

産
大
臣
か
ら
次
の
家
畜
に
つ
き

一

事
業
の
名
称

県
営
三
見
河
内
地
区
中
山

二

事
業
の
種
類

暗
渠
排
水

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
三
年
三
月
十
八

（
三
六
九
）
家
畜
改
良
増
殖
法

一

事
業
の
名
称

県
営
三
見
河
内
地
区
中
山

二

事
業
の
種
類

ほ
場
の
整
備

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十

一

事
業
の
名
称

県
営
三
見
河
内
地
区
中
山

二

事
業
の
種
類

農
道
の
整
備

三

工
事
完
了
の
時
期

平
成
二
十
六
年
五
月
三
十

特
に
配
慮
を
求
め
る
事
項

（
三
六
八
）
土
地
改
良
事
業
の

次
の
と
お
り
県
営
土
地
改
良

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十

十
五
年
法
律
第
二
百
九
号
）
第
八

、
種
畜
証
明
書
を
交
付
し
た
旨
の

間
地
域
総
合
整
備
事
業

日の
規
定
に
基
づ
く
種
畜
証
明
書
を

間
地
域
総
合
整
備
事
業

日

山
口

間
地
域
総
合
整
備
事
業

日 は
な
い
。

工
事
の
完
了

事
業
の
工
事
が
完
了
し
ま
し
た
。

一
日

一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
農
林

通
報
が
あ
り
ま
し
た
。

交
付
し
た
旨
の
通
報

県
知
事

村

岡

嗣

政

水

公

告



平成 年 月 日 金曜日

三
一
二
〇

三
一
二
〇

三
一
二
〇

三
一
二
〇

三
一
二
〇

山 口

二
〇

三
一

二
〇

三
一
二
〇

三
一
二
〇

三
一
二
〇

（定期）県 報

三
一
一
〇

三
一
二
〇

三
一
二
〇

三
一

二
〇

三
一

第 号

種番三
一
一
〇

三
一
一
〇

四
三
五
〇

〇
〇
九

一
一
一

四
三
五
〇

〇
一
〇

一
一
二

四
三
五
〇

〇
一
一

一
一
三

四
三
五
〇

〇
一
二

一
一
四

四
三
五
〇

〇
一
三

一
〇
〇

〇
〇
四

四
三
五
〇

〇
〇
五

一
〇
七

四
三
五
〇

〇
〇
六

一
〇
八

四
三
五
〇

〇
〇
七

一
〇
九

四
三
五
〇

〇
〇
八

一
一
〇

三
〇
四
〇

〇
〇
七

五
六
五

四
三
五
〇

〇
〇
一

一
〇
三

四
三
五
〇

〇
〇
二

一
〇
四

四
三
五
〇

〇
〇
三

一
〇
五

四
三
五
〇

一
〇
六

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

畜
証
明
書

号

名

二
〇
四
〇

〇
二
四

五
三
四

二
〇
四
〇

〇
三
二

五
四
三

二
一

八
、

四六

平
成
二
六
、

一
、
三
一

平
成
二
五
、

五
、

二
一
四

一
六

六
、
一
三

一
七

平
成
二
四
、

四
、

四

平
成
二
五
、

二
、
二
七

五
、

二
一
三

山
口
県
知

前

品

種

生
年
月
日

産

そ
の
他
平
成
二
二
、

五
、
二
七
宮

平
成
二
三
、

一
、
二
〇

事

村

岡

嗣

政

地

検
査
成
績

飼
養
者
の
住
所
及

び
氏
名
又
は
名
称

城
県
級
外
岩
国
市
錦
町
宇
佐
郷

プ
ラ
イ
フ
ー
ズ
株
式

会
社
山
口
農
場

四

落
札
者
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
九
月
三
日

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十

一

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部

二

落
札
に
係
る
物
品
等
の
名

運
転
免
許
電
子
フ
ァ
イ
リ

三

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し

一
般
競
争
入
札 公

安

公

告契
約
の
締
結

次
の
と
お
り
一
般
競
争
入
札

二
〇
〇
一
八

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
一
九

一
〇
六

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
二
〇

一
〇
〇

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
二
一

一
〇
一

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
二
二

一
〇
二

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
一
四

一
〇
一

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
一
五

一
〇
二

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
一
六

一
〇
三

三
一
四
三
五
〇

二
〇
〇
一
七

一
〇
四

三
一
四
三
五
〇

一
〇
五

一
日

山
口

称
及
び
所
在
地

会
計
課

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

称
及
び
数
量

ン
グ
シ
ス
テ
ム

一
式

た
手
続

委

員

会

の
方
法
に
よ
り
契
約
を
締
結
し
ま 一

平
成
二
六

一
、
一

平
成
二
五二

七
、
三

八
、
一

六
、

二

七
、

県
知
事

村

岡

嗣

政

し
た
。

三、四、五〇一 七四七

二

公

安

委

員

会



平成

七

年 月 日 金曜日

二三四五六

山 口 県

公
次

一

（定期）報 第 号

五六七八

九
千
九
百
十
三
万
七
千
五
百
二
十

随
意
契
約
に
よ
る
こ
と
と
し
た
理

契
約
に
係
る
物
品
等
の
名
称
及
び

カ
ー
ド
化
運
転
免
許
証
追
記

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続

随
意
契
約

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日

平
成
二
十
六
年
九
月
二
十
九
日

契
約
の
相
手
方
の
名
称
及
び
そ
の

キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ

契
約
金
額

告契
約
の
締
結

の
と
お
り
随
意
契
約
の
方
法
に
よ

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日

事
務
を
担
当
す
る
課
の
名
称
及
び

山
口
県
警
察
本
部
警
務
部
会
計
課

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
政

調
達
方
法

借
入
れ

落
札
方
式

最
低
価
格

落
札
者
の
名
称
及
び
そ
の
主
た
る

キ
ャ
ピ
タ
ル
ソ
リ
ュ
ー
シ

落
札
金
額

五
千
三
百
七
十
一
万
九
千
二
百
円

入
札
公
告
日

平
成
二
十
六
年
七
月
二
十
二
日

そ
の
他

円由 数
量

端
末
装
置

一
式

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

ョ
ン
株
式
会
社

東
京
都
港
区

り
契
約
を
締
結
し
ま
し
た
。

山
口
県
知

所
在
地

山
口
市
滝
町
一
番
一
号

事
務
所
の
所
在
地

ョ
ン
株
式
会
社

東
京
都
港
区

港
南
二
丁
目
一
五
番
三
号

事

村

岡

嗣

政

港
南
二
丁
目
一
五
番
三
号

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭

該
当
す
る
た
め

八

契
約
担
当
者

山
口
県
知
事

村
岡

嗣
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第

政

三

百
六
十
七
条
の
二
第
一
項
第
八
号
に



平
成
二

平
成
二
十
六
年
十
月
三
十
一
日
印
刷

十
六
年
十
月
三
十
一
日
発
行

発
行
所

山

口

発
行
人

山
口
県
県

庁
知
事


